
令 和 ８ 年 ３ 月 2 7 日  

水管理・国土保全局上下水道企画課 

道 路 局 路 政 課 

「下水道法等の一部を改正する法律案」を閣議決定 

～強靱で持続可能な下水道の実現及び安全かつ円滑な道路交通の確保に向けて～ 

 

 

 

 

１.背景 

令和７年１月に埼玉県八潮市において、老朽化した下水道管の破損に起因する大規模な道路陥没事故

が発生しました。施設の老朽化や職員数の減少等を受け、下水道の事業環境は厳しさを増している状況

です。加えて、下水道管路をはじめとする道路下の埋設物について適切な維持管理も必要です。 

こうした状況を踏まえ、強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤

の強化、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることが必要です。 

 

２.法律案の概要 

（１）安全性確保を最優先する下水道マネジメントの確立 

① 施設の安全性を評価する診断の基準を法制化 

② 下水道管理者による維持管理状況（診断結果等）の公表を義務付け 

③ 下水道の構造について、点検・修繕・改築や災害・事故時の応急措置の容易性を考慮すべきこと

を原則化 

④ 下水道管理者による施設の計画的な改築の実施及び収支見通しの作成・公表を努力義務化 

⑤ 下水道の点検に関して道路管理者の協力が必要な事項を下水道の事業計画に位置付け 

（２）道路地下空間の安全性確保 

① 道路占用者と道路管理者との間で「占用物件等維持修繕協定」を締結し、道路や占用物件の点検

や修繕等を連携して行うことができる制度を創設 

② 占用許可制度を見直し、占用許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に関する事項を追加す

るとともに、道路の地下に埋設する占用物件の工事完了時の届出（竣工図等の提出）を義務付け 

（３）下水道マネジメントを支える基盤の強化 

① 法律の目的に「下水道の基盤の強化」を明示するとともに、国の基本方針を創設 

② 都道府県による複数の下水道管理者の連携の推進のための計画策定の制度を創設 

③ 公共下水道を都道府県が管理できる制度や、管理者間の協議により点検・修繕・改築を他の自

治体が代行できる制度を創設 

④ 災害・事故時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度を創設するととともに、

災害時の関係者連携の責務を明確化 

⑤ 改築資金を含む下水道使用料の算定の考え方を明確化 

⑥ 人口減少を踏まえた下水道区域の見直しに必要な規定の整備 

 

強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤の強化、安

全かつ円滑な道路交通を確保するための「下水道法等の一部を改正する法律案」が本日閣

議決定されました。 

【問合せ先】 

＜全般、２（１）・（３）関係＞ 

水管理・国土保全局上下水道企画課 藤原、小原 

代表 03-5253-8111（内線 34122、34114）、直通 03-5253-8427 

＜２（２）関係＞ 

道路局路政課 片岡、只埜、加藤、杉﨑、松﨑 

代表 03-5253-8111（内線 37333、37337）、直通 03-5253-8480 


